
 

2024 年 1 月 1 日から大きく変わった相続・贈与の税制（1） 

 

～暦年贈与※と相続時精算課税制度※の改正～ 
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 【基礎知識の勉強】 

 ●暦年贈与 

 暦年課税とは１年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。 

ただし相続税において、一定期間の生前贈与が相続財産に加算されます。 

 これまでは、亡くなる 3 年前までの生前贈与が加算の対象でしたが、2024 年からのルール変

更で、この期間が 7 年間に延長されました。 

 ●相続時精算課税制度 

 相続時精算課税の制度とは、原則として 60 歳以上の父母または祖父母などから、18 歳以上の

子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選

択する場合には、贈与を受けた年の翌年の 2 月 1 日から 3 月 15 日までの間に一定の書類を添付

した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 

 なお、この制度は贈与者（父母または祖父母など）ごとに選択できますが、一度選択すると、そ

の選択に係る贈与者（「特定贈与者」といいます。）から贈与を受ける財産（「相続時精算課税適用

財産」といいます。）については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」

へ変更することはできません。 

【暦年贈与と相続時精算課税制度の改正】 

 
 



 

 

 



 

 


